
学校いじめ問題対策委員会設置要綱 

                               宮城県大河原商業高等学校 

 

（設置） 

第１ 学校いじめ防止基本法（以下「学校基本方針」という。）に基づき、いじめの防止等（いじめの防止、 

  いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ）に関する措置を実効的に行うため、学校いじ

め問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２ 対策委員会は、次に掲げる事項について協議し、適切かつ迅速な対策を講ずるものとする。 

 （１）いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止等の年間計画に関すること。 

 （２）いじめの実態把握に関すること。 

 （３）いじめの対処に関すること。 

 （４）学校と家庭、地域や関係機関との連携及び施策の調整に関すること。 

 （５）その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３ 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる職にあるものをもって 

  充てる。 

  １ 校長（委員長） ２ 教頭（副委員長） ３ 主幹教諭   ４ 生徒指導部長（事務局長） 

  ５ 保健厚生部長  ６ 養護教諭     ７ 学年主任   ８ 生徒指導部いじめ担当者 

９ 保健厚生部特別支援担当者  10 父母教師会会長（副委員長）  11 父母教師会副会長 

  12 父母教師会学年委員長 

２ 委員長は校長、副委員長は教頭及び父母教師会会長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。 

 

（調査部会） 

第４ いじめ事案及び生徒指導に関する重大事態発生時に調査を行うときは、対策委員会に調査部会 

  を置くことができる。 

 （１）調査部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

 （２）当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を行う。 

 

（事務局） 

第５ 対策委員会に付議すべき事項をあらかじめ調査、整理するための事務局を置く。 

 （１）事務局は、生徒指導部をもって充てる。 

 （２）事務局長は、生徒指導部長の職にある者をもって充てる。 

 

（関係者の出席） 

第６ 委員長又は事務局長は、必要があると認められるときは、対策委員会又は事務局会議に関係者 

  の出席を求めることができる。 

 

（その他） 

第７ この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

（附則） 

この要綱は、平成２６年４月１日から運用する。 

平成３０年４月１日 一部改訂。 

 



学校いじめ問題対策委員会 

                               宮城県大河原商業高等学校 

 

生徒の気になる情報（学校、家庭、地域からの情報など） 

 

 

 

  いじめアンケート      情報を得た学校関係者     スクールカウンセラー等からの情報 

 

 

 

  学級担任     生徒指導部長、養護教諭、学年主任、主幹教諭     教頭     校長 

 

 

                     対策委員会 

 

（地域・関係機関等）       （構成員）               （関係者への対応） 

・ＰＴＡ             校長、教頭、主幹教諭        ・いじめを受けた生徒へ 

・大河原警察署生活安全課     生徒指導部長、保健厚生部長      の対応 

・学校評議員          連  養護教諭、学年主任       継 ・いじめている生徒への 

・総合教育センター           携  生徒指導部いじめ担当者     続  対応 

保健厚生部特別支援担当者     的 ・観衆、傍観者への対応   

（専門知識・経験を有する者）   父母教師会会長         な  ・事案に関わっている保護 

・スクールカウンセラー      父母教師会副会長        支 ・者への対応 

                 父母教師会学年委員長            援  ・ＰＴＡ、地域への対応    

                           （役割）                           ・マスコミへの対応 

                 ・年間計画の作成、実行、検証       

                  修正                 

                 ・情報収集と記録、情報共有      

                 ・相談窓口、通報窓口 

                 （調査部会） 

                 ・実態把握、事実関係の聴取 

                 ・問題の明確化 

                 ・指導や支援体制の方針の決定 

                 ・役割分担の決定 

 

                               定期的な報告・連絡・相談 

            迅速な指導・支援           通報及び重大事態発生の報告 

                               重大事態の調査結果の報告 

 

 

                      県教育委員会 

 

 ※１ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成や実施に当たっては、保護者や生徒の代表、地域 

   住民の参画を求める。（宮城県いじめ防止基本方針） 

 ※２ いじめ事案及び重大事態発生時に調査を行うときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。（設置要綱） 

 ※３ 重大事態において、学校が調査の主体となる場合、調査の迅速化を図るため、対策委員会を母体として、当該 

   重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を実施する。（宮城県いじめ防止基本方針） 


